豪雨等の災害で農地・農業用施設等の土砂等の除去又は令和４年４月以降適用
小災害対応
佐賀市農地等小災害復旧事業費補助金

埋戻し等に要した費用の一部を補助します。


豪雨等の災害で農地、農道、農業用水路、ため池等の流入土砂等の除去又は流出土砂等の埋戻し等を行った場合、補助対象経費の実績額７０％以内を補助します。
[image: ]１件当たり補助対象経費４０万円未満の小災害が対象です。

補助対象者
農地等の所有者、管理者又は使用者で復旧費用を支払った者

補助の概要　 
1 重機等による作業
・重機等の賃借料（オペレーター含む。）及び運搬料

2 人力による作業（業者委託に限る。）
・地形等の条件で重機が搬入できなく、人力による復旧作業を業者委託した場合に限る。

3 ①又は②で発生した土砂等の運搬料及び処分費

上記①～③の実績額（補助対象経費）の７０％以内を補助します。
※但し、①及び②の併用申請はできません。
[bookmark: _GoBack]
申請期限　　
復旧事業完了後３０日以内、又は災害が発生した年度の３月１５日のいずれか早い日まで

申請方法　※事前にご相談ください。
災害であることを確認しますので、被災後すみやかに下記問い合わせ先にご連絡ください。
申請に必要なもの：申請書、位置図、作業の前中後の写真、領収書(明細を記載)原本、適正な残土処分を行ったことを証する資料等。

[image: ]　佐賀市 農村環境課 農村環境整備係
TEL　40-7121  FAX　40-7388




佐賀市 北部建設事務所 維持係
TEL　58-2863　FAX　58-2119
佐賀市 南部建設事務所 維持係
TEL　45-1804　FAX　45-8023
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